
               盛岡市に動物愛護センターの設立を求める陳述署名 

 

盛岡市議会議長殿 

 

【請願主旨】 

 近年は「コンパニオンアニマル」という呼称も使われるようになるなど、犬猫を単なる「ペット」

としてではなく「家族の一員」としてとらえる人も多くなってきました。反面、飼い主側の身勝手

な理由で捨てられたり、飼い主に保健所に持ち込まれ殺処分される犬猫も後を絶ちません。また、

無責任な野良猫への餌やり行為による住民トラブルから保健所に持ち込まれる猫たちもいます。 

 2015 年 4 月 1 日現在、盛岡市保健所には付帯施設として動物愛護センターが併設されておりま

せん。そのため、市民から犬・猫の持ち込みがあった場合は県央保健所の「犬抑留所」へ業務委託

しています。当該施設は昭和 44 年に建設された施設であり、老朽化が著しいため保護した動物を

適切に保管することが難しく、また保護数・保護期間も最小限にとどめざるを得ません。そのため、

飼い主がいる動物が飼い主のもとに返還される機会が奪われたり、適切なケアを受ければ助かる可

能性のある命が助けられない、といった事態が起きています。 

 「所有者が判明している犬・猫及び所有者が判明していない犬・猫に関して生きる機会を最大限

与えること」「殺処分 0 を目指すこと」を実現するため、早急に盛岡市に市立の愛護センターを設

立することが必要です。以下陳述いたします。 

 

【陳述事項】 

・盛岡市保健所に保護された動物たちを適切に保管するとともに、動物愛護と適正飼養の普及啓

発の拠点施設として、盛岡市立動物愛護センターの設立を求めます。 

  

    名前                住所 

       都道 

       府県 

       都道 

       府県 

       都道 

       府県 

       都道 

       府県 

       都道 

       府県 

＜注意事項＞ コピーや FAXは無効となります。住所は「〃」を使わず番地まですべてお書きください。 

        国籍・年齢は問いません。日本在住の方または日本国籍をお持ちの方であればどなたでも署名

できます。 ＊個人情報は事務局で適切に管理し、署名活動以外の目的では使用いたしません。 

 

＜集約先・問い合わせ先＞ 猫カフェ もりねこ  

      〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 2丁目 6－6 三栄ビル 2F   ☎019－613－7773 

＜署名締切日＞ 2015年 9月 15日 

＜呼びかけ団体＞ 猫カフェ もりねこ    ＜代表＞ 工藤 幸枝 


